
少子化危機突破タスクフォース（第2期）取りまとめ（概要）
 

Ⅱ. 今後の取り組むべき課題と進むべき方向性

○提言１ 新しい大綱の策定に向けた検討
政府全体で取り組む総合的な指針として、新しい少子化社会対策の大綱の策定に向けた検討に早期に着手

○提言２ 少子化対策集中取組期間の設定と施策の総動員と財源の確保
少子化対策に集中的に取り組む期間の設定とともに、「ＣＡＰＤ」サイクルを回す仕組みの構築を目指す。また、従来の子育て支援を中心とした少子化対策のみならず、関連政策との
連携など、施策を総動員した、政府内に戦略本部を置くなど政府を挙げた抜本的な少子化対策を目指す。あわせて、まずは現在の対 GDP比約1％の倍に当たる対 GDP比2％を目指す。
○提言３ 残された課題に対する議論の深化

少子化対策における目標の設定については、施策の効果検証や国民の意識改革の観点から必要である。個々人が希望する年齢に結婚でき、かつ、希望する子どもの数と生ま
れる子どもの数との乖離をなくしていくための環境整備は、国民の理解や賛同が得られるものとして目標の一つとなり得る 

Ⅲ.今後に向けた提言

１ 都市と地方のそれぞれの特性に応じた少子化対策

２ 少子化対策のための財源の確保

３ 結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目ない支援」のための地域少子化対策
強化交付金の延長・拡充

４ 妊娠・出産等に関する正確な情報提供

５ 少子化危機突破の認識共有に向けて

６ 施策の整理・検証（「ＣＡＰＤ」サイクル）の実施

７ 少子化対策の目標のあり方の検討

昨年6月に少子化社会対策会議決定された「少子化危機突破のための緊急対策」に基づき、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を推進し、
予算・法律等で一定の成果が表れ始めている。
（具体的な成果について）
・25年度補正予算及び26年度当初予算における地域少子化対策強化交付金や妊娠・出産包括支援モデル事業など新規事業の創設や既存事業の拡充
・次世代育成支援対策推進法の延長・強化 ・国立成育医療研究センターにおける不妊外来の初診患者の年齢低下 

Ⅰ. これまでの議論及び成果

・子育て支援の充実に加え、地域活性化、若者の雇用対策、 定住促進等の関連政策
との連携など、都市と地方のそれぞれの特性に応じた少子化対策に、国と地方自治
体、都道府県と基礎自治体がそれぞれ連携し一体となり取り組むことが必要
・地方独自の取組を可能とするための財源確保に努めるとともに、自治体間の連携や、
先進的な取組の全国展開が必要

・少子化対策を未来への投資として、まずは対GD P比 2％を目指し財源の更なる確保
が必要
・負担と支援を「見える化」し、国民の少子化対策への理解を深めることが重要
・子ども・子育て支援新制度において質・量の充実を図るために必要な財源の確保が
必要

・地域少子化対策強化交付金について平成 27年度以降も継続及び拡充が必要
・先進事例の全国展開、評価の実施等により、交付金の効果を最大限発現させるこ
とが重要

・①医学的・科学的に正しい情報提供、②個人の自由な選択を尊重する、③社会的関
心の喚起をはかる、④誰もが正しい情報にアクセスできる環境、の4点に留意した情
報提供が重要

・社会全体における認識共有に向けて、行政を始めとして、国民、企業、学校、メディア
など全てのステークホルダー（関係者）の意識改革が重要
・企業における認識共有に向けて、特に企業トップの意識改革が重要。若い社員が結婚
し、子育てできる職場環境の整備に努める

・関連施策について整理、検証し、効果的・効率的なものにしていくことが重要。「ＣＡＰ
Ｄ」サイクルを継続的に実施し、「見える化」するための仕組みの構築が必要

・施策の効果検証や国民の意識改革の観点から何らかの目標設定は必要
・目標の設定に当たっては、国民全体、また家族に関わるものであることに留意し、
国民の理解と賛同を得られ、子どもの最善の利益を追求するものとなるよう十分な
配慮が重要


